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犬や猫は、昔から私たちの生活にかかわり、時代の流れに順応

して共生してきた動物です。その流れの中で、犬はリードでつな

いで飼育することになり、登録の義務も明確になっています。

しかしながら、猫は昔からのスタイルが根強く残り社会もそれ

を当たり前としてきました。

ところが近年、都市化の進展とともに流入人口が増加する都市

部においては、犬や猫に対する考え方の相違や価値観の多様化な

どから住民間のトラブルが発生しています。

中でも、飼い主のいない猫においては、可愛さのあまり、目先

のことのみに捉われて、繁殖制限や生活環境の保全をも意識しな

い不適切なエサやりによる苦情が増えています。

そこで、市では、ノラ猫（飼い主のいない猫）対策の一環とし

て、全国的に波及している地域猫活動が有効であると考え、平成

20 年度より「飼い主のいない猫不妊去勢手術費助成金交付制度」

を導入し、市民ボランティア（地域猫愛護員）の皆さんの協力の

もと、地域猫活動に取り組んでいます。

このガイドブックは、猫が好きな人、猫の被害で悩んでいる人、

また、これまで猫の問題に関心がなかった人が、それぞれの立場

で、猫の問題について理解を深めていただくとともに、猫による

被害を軽減するための手引書となるよう作成したものです。

そして、それぞれの地域において、これらの問題を適切に解決

し、人と猫とが共生できるまちづくりを進めていただきたいと考

えています。

はじめに
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氏 名

住 所
〒

電話番号

携帯電話

メール

アドレス

飼養の

きっかけ

□近所で見つけた

□病気・負傷猫を保護した

□知人に頼まれて

□その他（ ）

フード内容
□ドライ □ウェット

□その他（ ）

愛護員登録

の有無

□あり（登録番号 ）

□なし

Profile（飼養者のプロフィール）
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猫の名前

生年月日 年 月 日 性別 オス・メス

猫の種類

体の特徴

（毛色）

白・黒・グレー・チャトラ・キジトラ・サバトラ

三毛・サビ・その他（ ）

不妊去勢 あり ・ なし 血液型 型

手術日

手術病院

年 月 日

病院

飼養開始 年 月

生息地域 浦安市 丁目

飼養環境

エサ場 □自宅（戸建）の敷地内

□自宅（集合住宅）の敷地内（許可済）

□その他（ ）

猫トイレ □設置済 □未設置

注意：他人の私有地（駐車場・空き地・倉庫等）で飼養

する場合は、所有者・管理者・利用者等の許可を得てく

ださい。

ワクチン

接種記録

年 月 日（ ）

年 月 日（ ）

Profile（飼養猫のプロフィール）①
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Best Photo（飼養猫の写真）①
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Best Photo（飼養猫の写真）②
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（追記欄）

接種日 ワクチン名 接種場所

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

混合ワクチン接種の記録
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ノラ猫（飼い主のいない猫）によるふん尿で多くの方が困って

いるとの声を耳にします。一方で、可哀想に思い、エサを与えて

いる方も少なくありません。

このように、被害に遭っている方とエサを与えている方の間で、

深刻なトラブルが発生しています。

 ノラ猫は市役所が捕獲すればよいというご意見をいただきま

すが…

市では、ノラ猫の捕獲は一切していません。また、都道府県

等の保健所においても捕獲はしていません。

 エサやりをやめればノラ猫はいなくなるというご意見もいた

だきますが…

エサやりを禁止しても、猫は餓死せず、ゴミあさりや縄張り

争いが激しくなり、かえって被害が拡大します。また、新たな

エサ場を求めて隣接地域に移動するため、隣接地域にノラ猫被

害が移るだけで、問題の解決になりません。

エサをやろうがやるまいが、猫は本能に従って繁殖するので、

重要なのは、必要以上に猫の数を増やさないこと、猫による被害

を軽減するための対策を講ずることです。

１．ノラ猫（飼い主のいない猫）の問題
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たくさんの猫がいる地域では、個人の力で解決するのは困難で

す。しかし、地域の皆さんが協力し対策をすれば着実にノラ猫の

数は減ります。

 これ以上ノラ猫が生まれないようにしましょう

地域の猫を把握して、すべてのノラ猫に不妊去勢手術を施し、

新たな繁殖を防ぎます。外で暮らす猫は生活環境が厳しく、４

～５年の寿命（飼い猫は 15 年程度）と言われています。

数年かけて全頭手術が終わると着実に猫の数は減っていきま

す。また、手術をすると性格も穏やかになり、ケンカや繁殖期

の鳴き声も減少すると言われています。

 隣接地域から猫が集まらないようにしましょう

置きエサは厳禁です。エサを長い時間放置しておくと、臭い

につられて隣接地域から猫が集まります。そうなると、新たな

猫が居付いてしまい、いくら手術をしても追いつきません。

エサは、元々地域にいる手術済（手術予定）の猫だけに毎日

同じ時間に必要な量だけ与え、食後はすぐに、片付けて周囲を

清掃します。

 ふん尿被害が減るようにしましょう

ふん尿被害は深刻です。猫トイレを設置

し、被害を減らしましょう。

プランターに園芸用の土を入れて、猫の

ふんと“またたび”を混ぜるだけで猫トイレ

になります。

２．地域の力で被害を減らそう
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 市が推進するノラ猫対策は…

1. 地域のノラ猫に不妊去勢手術を施します。

2. 一代限りとなった猫を適正に飼養管理するために、猫トイレ

を設置し、エサ場を決めて、定点・定時による給餌・給水を

行います。

3. 給餌・給水がすんだら、すぐに片付けて清掃をします。

ノラ猫の多くは４～５年の寿命と言われていますので、だんだ

んと数が減ることになります。

市では、ノラ猫を適正に飼養・管理し、猫による被害を減らす

ための市民ボランティア（浦安市地域猫愛護員：以下「愛護員」

という。）を募集しています。

愛護員に登録していただいた方には、ノラ猫（飼い主のいない

猫）の不妊去勢手術費（基本料金）を助成します。但し、年度内

の補助対象頭数は５頭です。

登録条件や登録方法など詳細については、市役所環境衛生課へ

お問い合わせください。

電話 047-351-1111（代表） 047-712-6495（直通）

３．市が推進するノラ猫対策



15

 近隣住民への配慮を欠くエサやりは、トラブルを引き起こす

だけではなく、地域環境を悪化させます。

以下の４つのルールを守ってください。

1. 他人の敷地で勝手にエサやりをしない。

他人の敷地でエサやりをする場合は、敷地の所有者及び管

理者の許可を得てください。

2. 不妊去勢手術をする。

猫は繁殖力が強く、猫の妊娠率は、ほぼ 100％です。

3. ふんの始末をする。

エサ場の近くに猫トイレを設置することで、ふんの被害を

減らすことができます。自宅以外に猫トイレを設置するとき

は、敷地の所有者及び管理者の許可を得てください。

4. 置きエサを絶対にしない。猫が食べ終わったら、すぐにその

場で片付けて清掃する。

置きっぱなしのエサは、カラスが食べ散らかしたり、虫が

集まり不衛生になります。また、いつでもエサを食べられる

ので、他地域から次々と猫が集まってきます。

ノラ猫が地域で愛されるか、嫌われ者になるかは、エサやり

さんにかかっていると言っても過言ではありません。

４．猫にエサを与えている方はマナーを守って
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 ノラ猫対策のために覚えておきたいノラ猫の５つの生態

1. 驚異の繁殖力

成猫は４～５頭出産し、年３回の繁殖も珍しくない。

2. 意外と狭い行動圏

日常生活圏は端から端までせいぜい 100ｍ。その中で複数

のエサ場、複数のトイレ、出産場所などを決めて 1日を過ご

している。

3. 強固なテリトリー意識

仲間以外の猫の侵入は許さない。侵入者はボスを中心に撃

退する。テリトリーは命。そう簡単には、他の場所に移動し

ない。

4. 食事の習性

住宅地のノラ猫は、複数のエサ場を巡回する。毎日同じ時

間に給餌して片付けると、その時間に来るようになる。常に

エサ場を増やそうとしており、一度与えると通ってくる。

5. 寿命が短い

ノラ猫の寿命は、平均４～５年。交通事故、病気など外の

暮らしは過酷なので長生きしない。

５．覚えておくと便利、ノラ猫の生態
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 ノラ猫の数を合理的に減らす方法は、以下のとおり

1. 対策は、テリトリー単位で

エリアを決めずに、やみくもに対策しても無意味です。

2. テリトリー内のすべてのノラ猫に不妊去勢手術を

短期間に、一気に手術を進めて繁殖を止める。

3. 手術済みの猫にテリトリーを守らせる

流入猫（未手術）を追い払ってもらうため、

手術した猫を元の場所に戻す。

4. 適正なエサやりで、猫の動向を把握

定点・定時のエサやりで猫の頭数をチェックできる。また、

新入猫も把握でき、手術対象猫が明確になる。

5. 不適正エサやり（置きエサ）防止

エサを置きっぱなしにすると、臭いにつられて隣接地域の

未手術猫が流入し、猫が増えてトラブルの原因となる。結果

的に手術の効果がなくなる。

6. ふん被害の低減

ふん尿対策として、エサ場の近くに猫トイレを設置する。

7. 猫の飼い主にルールを徹底

ノラ猫に手術をしても、飼い猫が未手術では本末転倒。

8. テリトリー内の住民皆が、この対策を知っていること

テリトリー内で、ノラ猫対策を進めていることを地域に住

む皆が知ってこそ、この対策が進めやすくなる。

６．ノラ猫の数を合理的に減らす方法（概要）
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 ノラ猫の数を合理的に減らす方法の具体策とは

1. もっとも重要なのは地域広報（周知徹底）

地域住民に、活動趣旨を知ってもらうことが大事。地域を

対象とした独自のチラシを作成し、行政のチラシと合わせて

配布する。

自治会等（集合住宅の場合は管理組合等）に情報を提供し、

理解を求め、可能な範囲で協力を促す。自治会等が知ってい

ることで活動がしやすくなる。（「私は、そんなの聞いていな

い」と言われないように！）

ノラ猫被害で困っている家にチラシを持参し、戸別訪問す

る。またはポスティング。管轄内の交番にも情報提供してお

くと、後々トラブルとならずにすむ。（不審者と間違えられて

通報されることもなくなる）

2. テリトリー内すべての猫の不妊去勢手術が必要

地域のエサやりさんからエサを食べにくる猫の特徴や頭数

を把握し、テリトリー内の猫全頭を捕獲し手術する。

3. 途中経過や手術完了を地域住民に知らせる

自治会等（集合住宅の場合は管理組合等）を通じて、ノラ

猫対策のその後の経過や結果について、地域住民に知らせる

ことで、この活動の成果が理解してもらえる。（「本当にやっ

ているの？」と言われないように！）

７．ノラ猫の数を合理的に減らす方法（具体策）
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 ノラ猫対策を無駄にしないために

1. 猫を定点管理する適正エサやり

エサを使って生態をコントロールする。

毎日同じ場所、同じ時間にエサを対象猫ごとに小分けして

与えることで、エサの取り合いもなく時間の短縮になる。

・エサの時間に対象猫が集まるので、固体把握がしやすい。

・捕獲は、エサの時間に行えばよいので効率的。

・置きエサではないので、エリア外の猫は入りづらくなる。

2. 手術を無駄にする不適正エサやり（置きエサ）

置きエサは、いつ行ってもエサにありつけるので、エリア

外の猫のエサ場が拡大され、定住してしまう。

・何頭の猫が食べに来ているのか把握できない。

・把握できていない猫が出産する可能性が高い。

・次々と新たな猫を呼び込むので、手術してもきりがない。

3. エサやりさんとの連携

エサやりさんは、地域の猫情報を持っており、それらの猫

がなついていることが多い。その反面、置きエサをするエサ

やりさんによるトラブルも少なくない。

そこで、不適正なエサやりさんには、ノラ猫対策の趣旨を

理解してもらい、エサやりの方法を是正してもらう。そして、

ノラ猫対策に協力してもらう。

８．ノラ猫対策を進める上で知っておくと便利
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 ノラ猫による被害対策

1. 侵入防止

残念ながら効果 100％という決定打はありませんが、比較

的効果が報告されている方法を紹介します。

・コーヒーを挽いた後の出し殻を通り道に撒く。

・レモン、オレンジ等の柑橘系の果物の皮を通り道に撒く。

・水を通り道に撒く。

・食用酢をスポンジに浸み込ませて通り道に撒く。

・卵の殻を荒く砕いて通り道に撒く。

・網戸等の網を敷き歩きにくくする。

・枯れ枝を一面に敷き詰める。

・ハーブ類を植える。

2. ふん害対策

ふん尿をされたくない場所には、上記の侵入防止対策を行

い、簡易的な猫トイレを設置して、故意的にトイレの場所に

誘導する。

・プランターや発泡スチロールなどの容器を利用して、ふん

をされている場所の土とふん（またたびを入れると効果的）

を一緒に容器に移し替える。

・ふんを入れた容器を猫がいる場所の近くに置く。（エサ場付

近が効果的）

※ふんをした場所には、消臭剤をたっぷり撒いておく。

９．ノラ猫による被害対策
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 「地域猫活動」そもそものはじまり

1997 年 横浜市磯子区

① 磯子区ホームレス猫防止対策事業

② 猫をめぐる地域トラブルを解決するため

③ 「地域の中でよく話し合うこと、そして、猫の問題は人間の

問題であると認識してもらうことこそ、最も重要なのである」

『「地域猫」のすすめ』より

 「三者協働」モデルの登場

① 地域猫活動とは、地域環境問題である。

② したがって地域住民、町会など住民組織が主体となって進め

る活動である。

③ 主体となる町会など住民組織に加え、保健所など管轄行政、

ＮＰＯなどボランティアの三者が協力して進める三者協働の

活動である。

「三者協働でなければならない」のではない。「三者協働だとう

まくいきやすい」と言うこと。但し、どんな形であれ、主役

は地域住民！

ＮＰＯ法人ねこだすけ 『ねこだすけニュース 43 号（2012 年 10 月）』より

「地域猫活動」とは、そもそものはじまりから現在に至るまで

地域のノラ猫トラブルを解決するための住民自身による地域活動

です。

１０．ノラ猫対策の必要性
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 法的側面

「動物の愛護及び管理に関する法律」の目的は、“人と動物の共生

する社会の実現”を図ることです。

地域猫活動とは

地域の力で合理的な猫被害対策を進めて、住民の不安を取り除

くことで、猫に対する意識を自然な流れで変えていき、法の目的

である“人と動物の共生する社会の実現”を「地域」という小さ

な社会で実現する地域密着型の草の根の市民活動です。

地域住民を相手にする活動であり、猫を相手にする活動ではな

い。ところが、不思議なことに、地域の人を大切にすると、地域

の猫も大切にされる。

1. 法令の根拠（環境省告示）①

動物愛護管理法に基づく施策を推進するための自治体向け指針

《環境省》動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進する

ための基本的な指針

（最終改正：平成 25 年環境省告示第 80号）

2. 法令の根拠（環境省告示）②

動物愛護管理法に基づく施策を推進するための国民向け基準

《環境省》家庭動物等の飼養及び保管に関する基準

（最終改正：平成 25 年環境省告示第 82号）

１０．ノラ猫対策の必要性
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■狂犬病予防及び動物愛護管理業務

千葉県健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 本庁舎 11階

☎ 043-223-2639  043-223-2642（直通） 

■犬猫に関する相談

市川健康福祉センター（市川保健所）

〒272-0023 市川市南八幡 5-11-22

☎ 047-377-1101  047-377-1103（直通） 

■犬猫を保護したとき、犬猫が行方不明になったとき

浦安警察署

〒279-0011 浦安市美浜 5-13-2

☎ 047-350-0110 

■しつけ、新しい飼い主探し等の相談

千葉県動物愛護センター（東葛飾支所）

〒277-0941 柏市高柳 1018-6

☎ 047-191-0050 

千葉県動物愛護センター（本所）

〒286-0211 富里市御料 709-1

☎ 0476-93-5711

動物関連機関及び施設
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■その他

公益社団法人 千葉県獣医師会

〒260-0001 千葉市中央区都町 463-3

☎ 043-232-6980 

公益財団法人 千葉県動物保護管理協会

〒260-0001 千葉市中央区都町 463-3

☎ 043-214-7814 

動物関連機関及び施設



25

千葉県獣医師会（市川浦安地域）加盟病院

NO 病院名 住 所 電 話

1 高橋ペット医院 市川市宮久保 3-28-3 047-373-7993

2 トシ動物病院 市川市行徳駅前 3-15-5 047-397-5737

3 リリーフ動物病院 市川市行徳駅前 4-1-2 047-390-1013

4 みながわﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 市川市南行徳 4-12-18 047-711-3232

5 ひらたﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 市川市新田 4-8-18 047-377-2246

6 真間ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ 市川市菅野 6-18-20 047-323-0192

7 いぶき動物病院 市川市平田 2-14-8 047-326-4970

8 石川獣医科 市川市平田 1-16-19 047-322-0689

9 松村犬猫病院 市川市東菅野 2-5-17 047-322-7983

10 アップル動物病院 市川市南大野 1-47-9 047-338-1122

11 冨山動物病院 市川市八幡 3-17-20 047-323-5527

12 キクチ動物病院 市川市富浜 2-16-1 047-397-3503

13 行徳動物病院 市川市湊新田 2-3-6 047-396-0805

14 エムズ動物病院 市川市国分 1-5-10 047-374-9911

15 後藤動物病院 市川市南行徳 1-22-4 047-356-4111

16 荻島動物病院 市川市真間 1-13-9 047-326-2733

17 千葉動物病院 市川市国府台 2-9-10 047-373-8000

18 京葉動物病院 市川市曽谷 2-12-2 047-373-0575

動物病院
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千葉県獣医師会（市川浦安地域）加盟病院

NO 病院名 住 所 電 話

19 上田動物病院 浦安市今川 1-2-19 047-350-8913

20 浦安動物病院 浦安市北栄 1-3-5-101 047-353-6337

21 浦安中央動物病院 浦安市堀江 2-29-8 047-354-0105

22 ウォルフィー動物病院 浦安市富士見 3-6-1 047-352-7011

23 ヴィアーレ動物病院 浦安市高洲 1-10-1 047-720-4112

24 さくら動物病院 浦安市猫実 3-28-28 047-382-0303

25 新浦安太田動物病院 浦安市海楽 1-11-10 047-381-8881

千葉県獣医師会未加盟病院

NO 病院名 住 所 電 話

1 アイビー犬猫病院 浦安市富岡 3-2-2 047-380-3226

2 今川動物病院 浦安市今川 1-4-45 047-352-0805

＜発行・問合先＞

浦安市 環境部 環境衛生課

〒279-8501 浦安市猫実 1-1-1

☎ 047-351-1111（代表） 047-712-6495（直通）

動物病院
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